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日 程 第 2

令　和　８　年　６　月　教　育　委　員　会　定　例　会

【議事日程】

令和８年６月２６日(金)

午前　１０時００分

教育委員会会議室

・教委議案第１７号

大東市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改
正する規則について

・教委議案第１８号

令和８年度全国学力・学習状況調査の結果の公表について

日 程 第 7

日 程 第 8

議事録署名委員の指名について

府費負担教職員の人事に関する内申に係る臨時代理の報告につ
いて

・一般業務報告

・教委議案第１６号

大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則の一部
を改正する規則について

・教委議案第１５号

大東市立中学校運動場夜間開放事業実施規則の一部を改正する
規則について

・教委報告第６号

教育長の報告



日程第５　　一般業務報告について

１．

内　容

大東市子ども安全見守り隊感謝状贈呈制度について

生涯学習課
山下課長



令和8年6月26日

教育長報告　資料

日 曜 教育長活動予定　（太字：教育長･教育委員出席） 備考

1 金 校園長会

2 土

3 日 憲法記念日　　　

4 月 みどりの日

5 火 こどもの日

6 水 振替休日

7 木

8 金

9 土 憲法週間記念のつどい

10 日

11 月

12 火 特別議会本会議

13 水

14 木 社会教育委員会議

15 金 大東市PTA協議会総会

16 土 大東市スポーツ少年団本部総会

17 日 大東市市民体育大会　わんぱく相撲

18 月 深野中学校区学校運営協議会

19 火 教頭・主任会

20 水 大阪府都市教育委員会連絡協議会定期総会、谷川中学校区学校運営協議会

21 木 全体会議

22 金 表敬訪問（空手）

23 土 運動会（灰塚小）

24 日

25 月 大阪府公立学校情報機器共同調達協議会

26 火 南郷中学校区学校運営協議会

27 水 教育委員会定例会

28 木

29 金 大東市青少年協会総会

30 土 運動会（住道北小・住道南小・四条北小・氷野小・諸福小）

31 日

令和８年　　5月

≪備考≫
変更となる場合があります。



令和8年6月26日

教育長報告　資料

日 曜 教育長活動予定　（太字：教育長･教育委員出席） 備考

1 月 本会議、予算決算委員会（前期全体会）

2 火 四條畷警察署管内「交通事故をなくす運動」推進本部総会

3 水 校園長会

4 木 未来づくり委員会・予算決算委員会（未来づくり分科会）、大東中学校区学校運営協議会

5 金 未来づくり委員会・予算決算委員会（未来づくり分科会）

6 土

7 日

8 月

9 火

10 水 大東青年会議所創立五十五周年記念式典

11 木

12 金

13 土

14 日

15 月 管理職選考（面接）

16 火 教頭・主任会

17 水

18 木

19 金

20 土

21 日

22 月 予算決算委員会（後期全体会）

23 火 本会議

24 水 本会議

25 木 本会議

26 金 教育委員会定例会、表敬訪問（女子バドミントン）

27 土

28 日

29 月 庁舎整備に関する推進本部会議

30 火

令和８年　　6月

≪備考≫
変更となる場合があります。



令和8年6月26日

教育長報告　資料

日 曜 教育長活動予定　（太字：教育長･教育委員出席） 備考

1 水 表敬訪問（男子団体バドミントン）

2 木 校園長会、北河内地区教育長協議会

3 金 総合教育会議、大阪府都市教育長協議会役員会・定例会

4 土

5 日

6 月 北河内地区教育長協議会管外研修

7 火 北河内地区教育長協議会管外研修

8 水 大阪府四條畷保健所運営協議会

9 木 教頭・主任会

10 金 大阪府都市教育長協議会役員・小中校長会役員合同懇談会

11 土

12 日

13 月

14 火 表敬訪問（相撲）

15 水

16 木 幹部会議、生徒会交流会（大東中）

17 金

18 土

19 日

20 月

21 火 青少年健全育成市民大会

22 水

23 木

24 金 大阪府都市教育長協議会夏季研修会

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水 表敬訪問（空手）

30 木 大東市教育研究フォーラム

31 金

令和８年　　７月

≪備考≫
変更となる場合があります。



令和８年６月２６日 

産業・文化部 生涯学習課 

 

大東市子ども安全見守り隊感謝状贈呈制度について 

 

１．経緯 

 子ども安全見守り隊活動は、小学校区内の地域住民をはじめとする様々な方

が、児童が安全に登下校できるよう見守りや声かけを行っていただいている活

動である。 

 この活動に従事されている方々への感謝の意を表し、活動意欲の向上を図る

ため、平成２８年度より感謝状の贈呈を開始した。以降、本制度は５年に一度

実施しており、令和８年度が３度目の実施年度となる。 

これまで感謝状の贈呈は一人１回としてきたが、今回は見守り隊設立２０周

年を記念し、長年活動を継続してこられた方々へ改めて感謝の意を表するた

め、再度贈呈する。 

 なお、活動は、小学校区内の方々による小学生の登下校時の安全を目的とし

たボランティア活動であることを鑑み、感謝状は、教育委員会名で作成を行

い、各小学校を通じて贈呈していただくことを考えている。候補者について

は、各小学校から推薦していただくこととする。 

 

２．対象者 

 令和８年４月１日時点で大東市立小学校区における子ども安全見守り隊とし

て、概ね５年以上活動されている方。なお、過去に贈呈されているかどうかは

問わない。ただし、ＰＴＡとして活動している方を除く。 

 

[参考] 贈呈実績 平成２８年度  合計 ７０１名 

         令和３年度   合計 １８１名 

 

３．感謝状贈呈までの流れ  

(１)令和８年６月  教育委員会一般業務報告にて制度説明 

(２)令和８年７月  校園長会にて学校長に説明  

(３)令和８年７月  各小学校に推薦依頼 

(４)令和８年９月  各小学校からの推薦依頼をもって教育委員会（教育長）

に内申 

(５)令和 8年１１月 感謝状を各小学校から対象者に贈呈 

 ※贈呈は、各小学校の見守り隊感謝会や音楽会等見守り隊員が集う場を想定

しているが、詳細は各小学校と協議の上決定する。見守り隊感謝会や音楽

会開催時期は、概ね１１月中旬に開催される。 

 

一般業務報告 



教委議案第１６号 

 

大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則の一部を改正する 

規則について 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１５条 

第１項の規定に基づき、大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則の一部を

改正する規則について、次のとおり大東市教育委員会の議決を求める。 

 

令和８年６月２６日提出 

 

大東市教育委員会 

教育長 岡 本   功     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 学校施設の貸出における施設利用者の利便性向上を図るため。 



大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則の一部を改正する規

則（案） 

 

令和  年  月   日   

教 委 規 則 第  号   

 

 大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則（昭和６２年教委規則第２号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第２項中「団体」の次に「（以下「認定団体」という。）」を加え、同条第３項及

び第４項中「者」を「認定団体」に改め、同条第５項中「申請可能日」を「使用日の属する

月の１か月前の月の初日（認定団体にあっては、申請可能日」に、「日から」を「日）か

ら」に、「８日前」を「２日前（使用日から使用日の２日前までの間に大東市の休日に関

する条例（平成３年条例第１号）第２条第１項に規定する市の休日（以下「休日」という。）

に当たる日があるときは、その日を除いて２日前）」に改め、同条第６項中「使用日の８

日前（委員会が特に必要と認める場合にあっては、使用日）」を「当該予約の決定を受け

た日の翌日から起算して７日以内又は使用日のいずれか早い日」に改め、同条第７項中「７

日前」を「前日（その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日

でない日）」に改める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年８月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の第２条の規定は、施行日以後に行われる施設の使用の申請その他の手続につ

いて適用し、同日前に行われる施設の使用の申請その他の手続については、なお従前の

例による。 
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○大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則 

昭和６２年３月３１日 

教委規則第２号 

（目的） 

第１条 この規則は、大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例（昭和６２年条例第

１０号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 

（使用の申請） 

第２条 条例第２条の規定により大東市立小・中学校の施設（以下「施設」という。）の

使用の許可を受けようとする者は、大東市公共施設使用許可申請書（様式第１号）によ

り大東市教育委員会（以下「委員会」という。）に申請しなければならない。この場合

において、使用しようとする者が複数のときは、この条に定める申請をその予約の申込

みとみなすものとする。 

２ 前項の規定による申請（予約の申込みとみなす場合を含む。）は、使用日の属する月

の１か月前（委員会が認める団体（以下「認定団体」という。）にあっては２か月前）の

月の初日から行うことができる。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、こ

の限りでない。 

３ 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則（令和３年規則第２９号。以下「予

約システム規則」という。）第４条第２項の規定による予約システムの利用の登録の決

定を受けた者認定団体は、予約システム規則第１条に規定する予約システムにより、前

項に規定する申請することができる日の初日（以下この項及び第５項において「申請可

能日」という。）から当該申請可能日の属する月の６日までの間において、施設の使用

に係る予約の申込みをすることができる。ただし、委員会が必要と認めるときは、この

限りでない。 

４ 抽選等の選考を経て、予約システム規則第８条第２項の規定による予約の決定（以下

「予約の決定」という。）の通知を受けた者認定団体は、当該予約が決定した日の属す

る月の１４日までに、第１項の規定による申請その他の手続を行わなければならない。

この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類の提示等によ

り、同項の規定による申請があったものとみなすものとする。 

５ 使用日の属する月の１か月前の月の初日（認定団体にあっては、申請可能日から起算

して１４日を経過した日）から使用日の８日前２日前（使用日から使用日の２日前まで
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の間に大東市の休日に関する条例（平成３年条例第１号）第２条第１項に規定する市の

休日（以下「休日」という。）に当たる日があるときは、その日を除いて２日前）までの

間において、第１項の規定による申請が行われていないときは、予約システム規則第１

条に規定する予約システムによる予約の申込み等施設の使用に係る手続をすることがで

きる。 

６ 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、使用日の８日前（委員会が特に必

要と認める場合にあっては、使用日）当該予約の決定を受けた日の翌日から起算して７

日以内又は使用日のいずれか早い日までに、第１項の規定による申請その他の手続を行

わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明

する書類の提示等により、同項の規定による申請があったものとみなすものとする。 

７ 使用日の７日前前日（その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も

近い休日でない日）から使用日までの間において、前各項の規定による予約又は申請が

行われていないときは、委員会の窓口において第１項の規定による申請その他の手続を

行うことができる。 

（使用の許可等） 

第３条 委員会は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上

で使用の可否を決定し、当該申請をした者に大東市公共施設使用許可決定通知書（様式

第２号）により通知するとともに、その旨を学校長に通知するものとする。 

２ 委員会は、第１項の規定による使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が

所定の期日までに使用料を支払わない場合は、当該使用の許可を取り消すものとする。

ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

３ 使用者は、施設を使用する際に大東市公共施設使用許可決定通知書を提示しなければ

ならない。 

（使用期間） 

第４条 施設の使用期間は、引き続き３日を超えることはできない。ただし、委員会が特

に必要があると認めるときは、この限りでない。 

（使用の変更等） 

第５条 使用者は、許可された施設の使用内容を変更しようとするときは、大東市公共施

設使用許可変更申請書（様式第３号）により、取り消そうとするときは、大東市公共施

設使用許可取消申請書（様式第４号）により委員会に申請しなければならない。 
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２ 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で変更又は

取消しの可否を決定し、変更するときにあっては大東市公共施設使用許可変更決定通知

書（様式第５号）により、取り消すときにあっては大東市公共施設使用許可取消決定通

知書（様式第６号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

（使用料の収納） 

第６条 委員会は、施設の使用料を収納したときは、領収書（様式第７号）を交付するも

のとする。 

（使用料の還付） 

第７条 条例第６条ただし書の規定による使用料（条例別表第２に規定する夜間照明使用

料を除く。）の還付については、次の各号（同表に規定する体育館冷暖房設備使用料に

あっては、第２号を除く。）に定めるとおりとする。 

(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由によって使用することができない場合 

既納の使用料の１０割 

(2) 使用者が次に掲げる日前に施設の使用の許可の取消しを申請した場合 

ア 使用日前７日 既納の使用料の５割 

イ 使用日前３日 既納の使用料の３割 

２ 前項各号の場合において、使用料の還付を受けようとする者は、大東市公共施設使用

料返還（還付）申請書（様式第８号）により委員会に申請しなければならない。 

３ 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で返還の適

否を決定し、大東市公共施設使用料返還（還付）決定通知書（様式第９号）により当該

申請をした者に通知するものとする。 

（使用料の減免） 

第８条 委員会は、条例第７条の規定により、次の各号（条例別表第２に規定する体育館

冷暖房設備使用料にあっては、第２号及び第３号を除く。）のいずれかに該当するとき

は、使用料を減免することができる。 

(1) 大東市又は委員会が主催する行事であるとき。 

(2) 自校のPTAによる活動であるとき。 

(3) 社会教育団体又はボランティアによる活動であるとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるとき。 

２ 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、大東市公共施設使用料減免
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申請書（様式第１０号）により委員会に申請しなければならない。 

３ 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で減免の可

否を決定し、大東市公共施設使用料減免決定通知書（様式第１１号）により、当該申請

をした者に通知するものとする。 

（使用者の遵守事項等） 

第９条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。 

(2) 許可以外の施設に立入らないこと。 

(3) その他委員会が指示すること。 

２ 使用者は、施設及び附属設備その他器具備品等を破損、汚損又は滅失したときは、破

損届を委員会に提出し、その指示に従わなければならない。 

（運動場の夜間使用時の特例） 

第１０条 学校の運動場は、夜間照明設備を用いて使用することができる。この場合にお

いて、使用許可の申請その他必要な事項は、別に規則で定める。 

（委任） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育長が別に

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和６２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（大東市立学校施設の利用に関する規則の廃止） 

２ 大東市立学校施設の利用に関する規則（昭和３１年教委規則第８号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行日前において旧大東市立学校施設の利用に関する規則第３条の規定に

より、施行の使用の許可を受けた者については、昭和６２年４月１日から昭和６２年４

月３０日までの間に限りその者の施設の使用については、なおその効力を有する。 

附 則（平成５年教委規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 
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２ 第１条の規定による改正前の大東市立小・中学校屋内運動場等の使用に関する条例施

行規則、第２条の規定による改正前の大東市立幼稚園条例施行規則、第３条の規定によ

る改正前の大東市立青少年婦人センター設置条例施行規則、第４条の規定による改正前

の大東市立青少年野外活動センター条例施行規則、第５条の規定による改正前の大東市

立市民体育館条例施行規則及び第６条の規定による改正前の大東市立総合文化センター

条例施行規則に基づき作成した用紙は、第１条の規定による改正後の大東市立小・中学

校屋内運動場等の使用に関する条例施行規則、第２条の規定による改正後の大東市立幼

稚園条例施行規則、第３条の規定による改正後の大東市立青少年婦人センター設置条例

施行規則、第４条の規定による改正後の大東市立青少年野外活動センター条例施行規則、

第５条の規定による改正後の大東市立市民体育館条例施行規則及び第６条の規定による

改正後の大東市立総合文化センター条例施行規則に基づき作成したものとみなし、当分

の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成１３年教委規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１３年８月１０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規

則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができ

る。 

附 則（平成２９年教委規則第１４号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

３ 改正後の大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則第９条の規定は、平

成２９年１０月１日以後に夜間開放事業により夜間照明設備及び運動場等（以下「夜間

照明設設備等」という。）を使用する場合について適用し、同日前に夜間開放事業によ

り夜間照明設備等を使用する場合は、なお従前の例による。 

附 則（令和３年教委規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年教委規則第１号） 
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この規則は、大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例の一部を改正する条例（令

和４年条例第２９号）の施行の日から施行する。 

附 則（令和７年教委規則第４号） 

この規則は、令和７年３月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第５条関係） 

様式第７号（第６条関係） 

様式第８号（第７条関係） 

様式第９号（第７条関係） 

様式第１０号（第８条関係） 

様式第１１号（第８条関係） 

 



教委議案第１５号 

 

大東市立中学校運動場夜間開放事業実施規則の一部を改正する規則について 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１５条 

第１項の規定に基づき、大東市立中学校運動場夜間開放事業実施規則の一部を改正する規

則について、次のとおり大東市教育委員会の議決を求める。 

 

令和８年６月２６日提出 

 

大東市教育委員会 

教育長 岡 本   功 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 公共施設予約システムの仕様を変更するため、大東市立小・中学校の施設の使用に関す

る条例施行規則が改正されることに伴い、当該規則も一部改正を行う必要があるため。 



大東市立中学校運動場夜間開放事業実施規則の一部を改正する規則（案） 

 

令 和  年  月   日   

教 委 規 則 第  号   

 

 大東市立中学校運動場夜間開放事業実施規則（平成２９年教委規則第１４号）の一部を

次のように改正する。 

 

 第４条第５項中「以後」の次に「から使用日の３日前（その日が１月１日に当たるとき

は、前年の１２月２７日）までの間」を加え、「委員会の窓口において同項の規定による

申請その他の」を「予約システム規則第１条に規定する予約システムによる予約の申込み

等夜間開放事業による学校の運動場の使用に係る」に改め、同条に次の２項を加える。 

６ 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、当該予約の決定を受けた日の翌日

から起算して７日以内又は使用日のいずれか早い日までに、第１項の規定による申請そ

の他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予

約の決定を証明する書類の提示等により、同項の規定による申請があったものとみなす

ものとする。 

７ 使用日の２日前（その日が１月２日に当たるときは、前年の１２月２８日）から使用

日までの間において、前各項の規定による予約又は申請が行われていないときは、委員

会の指定する窓口において第１項の規定による申請その他の手続を行うことができる。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年８月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の第４条の規定は、施行の日以後に行われる夜間開放事業による学校の運動場

の使用の申請その他の手続について適用し、同日前に行われる夜間開放事業による学校

の運動場の使用の申請その他の手続については、なお従前の例による。 



1/9 

○大東市立中学校運動場夜間開放事業実施規則 

平成２９年７月３日 

教委規則第１４号 

（目的） 

第１条 この規則は、大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例（昭和６２年条例第

１０号。以下「条例」という。）の規定により施行するもののうち、夜間照明設備を用

いて中学校の運動場を市民に開放する事業（以下「夜間開放事業」という。）の実施に

ついて、大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則（昭和６２年教委規則

第２号。以下「条例施行規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

（実施場所及び期間） 

第２条 夜間開放事業を実施する場所は、大東市立住道中学校、大東市立四条中学校及び

大東市立深野中学校（以下「学校」という。）の運動場とする。 

２ 夜間開放事業を実施する期間等は、１月４日から１２月２８日までの間における午後

７時から午後９時までの時間帯とし、大東市教育委員会（以下「委員会」という。）が

必要と認めたときは、当該期間内において夜間開放事業を実施しない日を設けることが

できる。 

（対象等） 

第３条 夜間開放事業の対象となる者は、おおむね本市に在住、在勤又は在学する者で構

成され、第１０条に規定する使用者の遵守すべき事項について、責任をもって遂行でき

る者が代表者である団体とする。 

２ 夜間開放事業の対象となる団体が行うことができる種目は次のとおりとする。 

(1) サッカー 

(2) ラグビー 

(3) ソフトボール 

(4) 前３号に掲げるもののほか、委員会が認めた種目 

（使用の申請） 

第４条 条例第２条の規定により夜間開放事業による学校の運動場の使用の許可を受けよ

うとする者は、条例施行規則様式第１号に規定する大東市公共施設使用許可申請書によ

り委員会に申請しなければならない。この場合において、使用しようとする者が複数の
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ときは、この条に定める申請をその予約の申込みとみなすものとする。 

２ 前項の規定による申請（予約の申込みとみなす場合を含む。）は、使用日の属する月

の前月の初日から行うことができる。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限り

でない。 

３ 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則（令和３年規則第２９号。以下「予

約システム規則」という。）第４条第２項に規定する予約システムの利用の登録の決定

を受けた者は、予約システム規則第１条に規定する予約システムにより、前項に規定す

る申請することができる日の初日（以下この項及び第５項において「申請可能日」とい

う。）から申請可能日の属する月の６日までの間において、夜間開放事業による運動場

の使用に係る予約の申込みをすることができる。ただし、委員会が必要と認めるときは、

この限りでない。 

４ 抽選等の選考を経て、予約システム規則第８条第２項の規定による予約の決定の通知

を受けた者は、当該予約の決定した日の属する月の１４日までに、第１項の規定による

使用の申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込

みは、当該予約の決定を証明する書類の提示等により、同項の申請書の提出とみなすも

のとする。 

５ 申請可能日から起算して１４日を経過した日以後から使用日の３日前（その日が１月

１日に当たるときは、前年の１２月２７日）までの間において、第１項の規定による申

請が行われていないときは、委員会の窓口において同項の規定による申請その他の予約

システム規則第１条に規定する予約システムによる予約の申込み等夜間開放事業による

学校の運動場の使用に係る手続をすることができる。 

６ 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、当該予約の決定を受けた日の翌日

から起算して７日以内又は使用日のいずれか早い日までに、第１項の規定による申請そ

の他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予

約の決定を証明する書類の提示等により、同項の規定による申請があったものとみなす

ものとする。 

７ 使用日の２日前（その日が１月２日に当たるときは、前年の１２月２８日）から使用

日までの間において、前各項の規定による予約又は申請が行われていないときは、委員

会の指定する窓口において第１項の規定による申請その他の手続を行うことができる。 

（使用の許可） 



3/9 

第５条 委員会は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上

で使用の可否を決定し、条例施行規則様式第２号に規定する大東市公共施設使用許可決

定通知書により当該申請をした者に通知するとともに、その旨を学校長に通知するもの

とする。 

２ 前項の場合において、許可しない場合は、その理由について当該申請をした者に提示

しなければならない。 

３ 第１項の規定による使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、施設を使

用する際に大東市公共施設使用許可決定通知書を提示しなければならない。 

（使用の制限） 

第６条 夜間開放事業による同一運動場の使用は、原則として１団体につき１週間当たり

１回とする。ただし、第４条第５項に規定する申請の場合は、この限りでない。 

（使用日等の変更及び使用の取消し） 

第７条 使用者は、夜間開放事業による運動場の使用日等を変更しようとするときは、当

該使用の許可を取り消し、改めて使用の許可を得なければならない。 

２ 使用者は、夜間開放事業による運動場の使用の申請を取り消そうとするときは、委員

会に口頭その他の方法で届け出なければならない。 

（使用の手続） 

第８条 使用者は、条例別表第２に規定する夜間照明設備に係る使用料の納付と引き換え

に夜間照明設備を稼働させるために用いるコイン又は利用者番号を受け取るものとする。 

２ 前項のコイン又は利用者番号を受け取った者は、これらにより夜間照明設備を稼働さ

せるものとする。 

３ 委員会は、第１項の使用料を収納したときは、条例施行規則様式第７号に規定する領

収書を交付するものとする。 

（使用料の還付等） 

第９条 夜間照明設備に係る使用料については、還付及び減免は行わない。 

２ 夜間照明設備を使用しなかった者は、以後において夜間開放事業による運動場の使用

を許可されたときに、前条第１項のコイン又は利用者番号を使用することができる。 

（使用者の遵守事項等） 

第１０条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 校内で喫煙、火気の使用及び飲酒をしないこと。 
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(2) 校内に危険性を伴う設備及び物品（以下「設備等」という。）を持ち込まないこと。 

(3) 校内に持ち込んだ設備等及びごみ類を持ち帰り、物品庫等を放置しないこと。 

(4) 使用目的以外の学校の施設及び設備等を使用しないこと並びにこれらを持ち出し、

及び傷つけないこと。 

(5) 運動場の使用後は清掃する等積極的に美化活動を行い、午後９時までに使用者の全

員が校内から退去すること。 

(6) 車両（自動二輪、原動機付自転車及び自転車を含む。）は、指定された区域に整理

して駐車し、指定された区域以外に入れないこと。 

(7) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。 

(8) 大きな音を発する等周辺住民に迷惑のかかることは慎むこと。 

(9) 雨天等で運動場がぬかるんでいる場合は使用しないこと。 

(10) 許可なく物品の販売、金品の寄附募集行為をしないこと。 

(11) 係員及び委員会の指示に従うこと。 

(12) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障のある行為をしないこと。 

２ 使用者は、学校の施設及び設備等を破損、汚損又は滅失したときは、破損届を委員会

に提出し、その指示に従わなければならない。 

（使用の特例等） 

第１１条 第３条第２項（第４号の規定を除く。）の規定にかかわらず、大東市立四条中

学校にあっては軟式野球、大東市立深野中学校にあっては軟式野球及び硬式野球につい

て、練習に限り、夜間開放事業による運動場の使用をすることができる。 

２ 前項の規定により、軟式野球又は硬式野球の練習のため夜間開放事業による運動場の

使用をする使用者は、前条第１項各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項（第４号に

掲げる事項にあっては、硬式野球の練習のため使用する場合に限る。）を遵守しなけれ

ばならない。 

(1) ボールがフェンスの外に出る可能性の高い行為を行わないこと。 

(2) 木製バットを使用する等、打球音を押さえる措置を講じること。 

(3) 監督者又は責任者を常駐させ、学校の内外における安全対策に万全を期すること。 

(4) 当該年度における初めての使用日までに、前条第１項各号及び第１号から前号まで

に掲げる事項を遵守する旨の誓約書（別記様式）を委員会に提出すること。 

（原状回復等） 
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第１２条 委員会は、使用者の故意又は重大な過失により、学校の施設及び設備等を破損、

汚損又は滅失させたときは、使用者の責任をもって原状回復又は損害の賠償を行わせる

ものとする。 

２ 前項に規定する場合において、使用者が損害賠償の義務を果たさないとき及び使用者

の責任によらない理由により学校の施設及び設備等を破損、汚損又は滅失させたときは、

委員会が原状回復又は費用弁償を行うものとする。 

（第三者に対する損害） 

第１３条 委員会は、使用者が第三者に損害を与えたときは、双方の調整を図るものとし、

使用者は損害を賠償の上、責任をもって当該事案の解決を図るものとする。 

（苦情処理） 

第１４条 委員会は、夜間開放事業に係る苦情があったときは、当該苦情に対する窓口と

なって対応するものとする。 

（使用の制限） 

第１５条 委員会は、第１１条第１項の規定により軟式野球又は硬式野球の練習での夜間

開放事業による運動場の使用を認められた使用者が、第１０条第１項各号及び第１１条

第２項第１号から第３号までに掲げる事項に反して学校を使用したことが判明した場合

は、６か月以下の期限を定めて、次の各号に掲げる当該使用者が行った手続等に対し、

当該各号に定める取扱いを行うことができる。 

(1) 第４条第１項の規定による夜間開放事業による運動場の使用の許可の申請であっ

て、第５条第１項の規定による使用の許可がされていないもの 不許可 

(2) 第４条第３項の規定による夜間開放事業による運動場の使用の許可の申請の予約

であって、同条第４項の規定による使用の許可の申請が行われていないもの 無効 

(3) 第５条第１項の規定により行った夜間開放事業による運動場の使用の許可であっ

て、未だ使用日が到来していないもの 取消し 

（学校の責務） 

第１６条 学校は、夜間開放事業を円滑に実施できる環境を整えるほか、夜間開放事業の

実施に関する責任は、負わないものとする。 

（委任） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、夜間開放事業の実施に関し必要な事項は、教育

長が別に定める。 
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附 則 抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年９月１日から施行する。 

（大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則の一部改正） 

２ 大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則（昭和６２年教委規則第２号）

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成３１年教委規則第５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大東市立中学校運動場夜間開放事業実施規則の規定は、この規則の施行の日

以後に夜間開放事業による運動場の使用をする場合であって、この規則の公布の日以後

に当該使用に係る許可を受けたものについて適用する。 

附 則（令和３年教委規則第６号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年教委規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみ

なす。 

３ この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。 

附 則（令和７年教委規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年３月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみ

なす。 

３ この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。 
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別記様式（第１１条関係） 

 



教委議案第１７号  

 

大東市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正  

する規則について  

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第  

１５条第１項及び第３３条第１項の規定に基づき、大東市立小学校及び中学校の

管理運営に関する規則の一部を改正する規則について、次のとおり大東市教育委

員会の議決を求める。  

    

令和８年６月２６日提出  

    

                    大東市教育委員会  

                     教育長 岡 本  功  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由  

 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を

改正する法律（令和７年法律第６８号）により一括して行われた学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）の一部改正により、令和８年４月１日から新たに創設さ

れた「主務教諭」の職について、府費負担教職員においても令和９年４月１日か

ら設置が開始されることに伴い、所要の改正を行うため。  



大東市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

（案） 

 

令和  年  月   日   

教 委 規 則 第  号   

 

 大東市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和３３年教委規則第１２号）の

一部を次のように改正する。 

 

 第３条の２の見出しを「（教諭（指導専任）等）」に改め、同条に次の２項を加える。 

４ 第２項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、その職名を主務教諭

（指導専任）とすることができる。 

５ 前項の主務教諭（指導専任）は、第３項に規定する職務を行うほか、命を受けて当該

学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。 

 第３条の４第２項中「発令は、」の次に「第４条の１１第１項に規定する首席（養護又

は栄養の指導及び管理をつかさどる首席を除く。）、指導教諭、主務教諭（養護をつかさ

どる主務教諭（以下「主務養護教諭」という。）及び栄養の指導及び管理をつかさどる主

務教諭（以下「主務栄養教諭」という。）を除く。）又は教諭のうちから」を加える。 

 第４条の３第１項中「保健主事は」の次に「、指導教諭、指導養護教諭」を加え、同条第

２項中「進路指導主事は、」の次に「指導教諭又は」を加え、同条第３項中「主任等は、」

の次に「指導教諭又は」を加える。 

 第４条の４第２項中「主任等は、」の次に「指導教諭又は」を加える。 

 第４条の１１第２項中「主幹教諭は」の次に「、主務教諭、主務養護教諭、主務栄養教

諭」を加える。 

 第４条の１２第２項中「それぞれ」の次に「主務教諭、主務養護教諭、主務栄養教諭、」

を加える。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和９年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から



施行する。 

 （準備行為） 

２ この規則による改正後の第３条の２第４項、第３条の４第２項、第４条の３、第４条

の４第２項、第４条の１１第２項及び第４条の１２第２項に規定する職の発令に関し必

要な行為は、この規則の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことがで

きる。 
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○大東市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則 

昭和３３年１月１６日 

教委規則第１２号 

（目的） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）第３３条に規定する大東市立小学校及び中学校（以下「学校」という。）の管理

運営の基本的事項について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（学期及び休業日） 

第２条 学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第２９条に規定する学校の学期

及び休業日は、次のとおりとする。 

(1) 学期 

ア 第１学期 ４月１日から８月２５日まで 

イ 第２学期 ８月２６日から１２月３１日まで 

ウ 第３学期 １月１日から３月３１日まで 

(2) 休業日 

ア 夏季休業日 ７月２１日から８月２５日まで 

イ 冬季休業日 １２月２５日から翌年１月７日まで 

ウ 春季休業日 ３月２５日から４月７日まで 

２ 校長は、学校運営上、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けて、別に休

業日を定めることができる。 

（学期又は休業日の変更） 

第３条 校長は、学期又は休業日を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けな

ければならない。 

２ 校長は学芸会、運動会等の学校行事を学期又は休業日に行うための変更については、

教育委員会に届け出るものとする。 

（教諭（指導専任）等） 

第３条の２ 学校に、任用の期限を付さない講師を置くことができる。 

２ 前項の講師の職名は、教諭（指導専任）とする。 

３ 第１項の講師は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第３７条第１７項（同法第

４９条において準用する場合を含む。）に規定する講師の職務を行う。 
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４ 第２項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、その職名を主務教諭

（指導専任）とすることができる。 

５ 前項の主務教諭（指導専任）は、第３項に規定する職務を行うほか、命を受けて当該

学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。 

（職員会議） 

第３条の３ 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができ

る。 

２ 職員会議においては、校務に関する事項について教職員間の意思疎通、共通理解の促

進、教職員の意見交換等を行う。 

３ 校長は、職員会議を招集し、主宰する。 

（司書教諭） 

第３条の４ １２学級以上の学校に、１校あたり１人の司書教諭を置く。 

２ 司書教諭の発令は、第４条の１１第１項に規定する首席（養護又は栄養の指導及び管

理をつかさどる首席を除く。）、指導教諭、主務教諭（養護をつかさどる主務教諭（以

下「主務養護教諭」という。）及び栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭（以下

「主務栄養教諭」という。）を除く。）又は教諭のうちから校長が口頭により行い、教

育委員会に報告する。 

（教務主任等） 

第４条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあると

きは、この限りでない。 

２ 小学校に、生徒指導主事を置くことができる。 

３ 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるとき

は、この限りでない。 

（教務主任等の職務） 

第４条の２ 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項に

ついて連絡調整及び指導、助言に当たる。 

２ 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整

及び指導、助言に当たる。 

３ 保健主事は、校長の監督を受け学校における保健に関する事項を管理し、当該事項に

ついて連絡調整及び指導、助言に当たる。 
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４ 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項

について連絡調整及び指導、助言に当たる。 

５ 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関

する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 

（教務主任等の発令） 

第４条の３ 保健主事は、指導教諭、指導養護教諭、教諭又は養護教諭のうちから、校長

の意見を聴いて、教育委員会が命じる。 

２ 生徒指導主事及び進路指導主事は、指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴い

て、教育委員会が命じる。 

３ 第４条に規定する教務主任等のうち前２項に規定する保健主事、生徒指導主事及び進

路指導主事以外の主任等は、指導教諭又は教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報

告しなければならない。 

（その他の主任等） 

第４条の４ 学校に、第４条に規定する教務主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する

主任等を置くことができる。 

２ 前項に規定する主任等は、指導教諭又は教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に

報告しなければならない。 

（主任） 

第４条の５ 学校に校務主任及び調理主任を置くことができる。 

２ 校務主任及び調理主任は、上司の命を受け、担任事務を処理する。 

（主幹） 

第４条の６ 学校に主幹を置くことができる。 

２ 主幹は、事務職員をもつてこれに充てる。 

３ 主幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。 

（主査） 

第４条の７ 学校に主査を置くことができる。 

２ 主査は、事務職員及び学校栄養職員をもつてこれに充てる。 

３ 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。 

（副主査） 

第４条の８ 学校に副主査を置くことができる。 
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２ 副主査は、事務職員及び学校栄養職員をもつてこれに充てる。 

３ 副主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。 

（主事） 

第４条の９ 学校に主事を置くことができる。 

２ 主事は、事務職員をもつてこれに充てる。 

３ 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。 

（技師） 

第４条の１０ 学校に技師を置くことができる。 

２ 技師は、学校栄養職員をもつてこれに充てる。 

３ 技師は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。 

（首席） 

第４条の１１ 学校に首席を置くものとし、主幹教諭をもつて充てる。ただし、特別の事

情のあるときは、この限りでない。 

２ 前項の主幹教諭は、主務教諭、主務養護教諭、主務栄養教諭、教諭、養護教諭又は栄

養教諭のうちから大阪府教育委員会が命ずる。 

３ 首席は、校長の学校運営を助け、その命を受け、一定の校務を整理し、児童又は生徒

の教育をつかさどる。 

４ 首席の職務に関する事項は、教育委員会が別に定める。 

（指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭） 

第４条の１２ 学校に指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭を置く。ただし、特別の

事情のあるときは、この限りでない。 

２ 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭は、それぞれ主務教諭、主務養護教諭、主

務栄養教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭のうちから大阪府教育委員会が命ずる。 

３ 指導教諭は児童又は生徒の教育をつかさどり、指導養護教諭は児童又は生徒の養護を

つかさどり、指導栄養教諭は児童又は生徒の栄養の管理及び指導をつかさどり、それぞ

れ専門的な知識や経験を活用し、教職員の指導力の向上を図る。 

４ 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の職務に関する事項は、教育委員会が別に

定める。 

（その他の職） 

第４条の１３ 第３条の２、第４条及び第４条の４から前条までに定めるもののほか、必
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要な職は別に定める。 

（校長の専決事項） 

第５条 校長限りで専決できる事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。 

(1) 校長及び所属職員の出張（校長の宿泊を伴う出張を除く。）、休暇その他服務の

処理に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会の指示する事項の処理に関すること。 

２ 前項各号に掲げる事項のうち、重要又は異例であると認められる事項の処理について

は、あらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。 

（施設及び設備の保持） 

第６条 校長は、学校の施設及び設備を、より良き状態に保持するよう常に努めるものと

する。 

（防災及び警備計画） 

第７条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならな

い。 

２ 前項に規定する計画には、特に、児童及び生徒（以下「生徒等」という。）の安全を

確保するための措置が講じられていなければならない。 

（施設及び設備の損傷又は亡失） 

第８条 学校の施設及び設備を著しく損傷し、若しくは亡失し、又は設備が使用に耐えな

くなつたときは、校長はその理由を付して、教育委員会に報告しなければならない。 

（施設及び設備の貸与） 

第９条 学校の施設及び設備の貸与は、校長の意見を聴き、教育委員会が許可する。ただ

し、定例軽易な事項については、校長が許可することができる。 

（施設及び設備の転用） 

第９条の２ 学校の施設及び設備の使用目的を変更し、又は著しく現状を変更しようとす

るときは、校長は施設、設備変更申請により教育委員会の許可を受けなければならな

い。 

第１０条 削除 

（伝染病等発生の報告） 

第１１条 学校内に伝染病が発生したときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなけ

ればならない。職員及び生徒等に中毒その他の集団的疾病、傷害、死亡等の事項が発生
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したときも同様とする。 

２ 校長は、学校の通学区域に伝染病の発生を認めた場合は、速やかに教育委員会に報告

するものとする。 

（学級編制） 

第１２条 校長は、毎年翌学年の学級編制の原案を教育委員会に提出しなければならな

い。学年の中途において学級編制の変更の必要が生じたときも、同様とする。 

２ 校長は、教育委員会の指示に基づいて学級を編制しなければならない。 

（教育課程） 

第１２条の２ 校長は、毎年学年初めに、教育課程を教育委員会に届け出なければならな

い。 

（教育指導の計画） 

第１３条 校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年学年初めに、教育委員会に報告

するものとする。 

(1) 学校経営の重点 

(2) 学習指導及び生徒指導の重点 

(3) 健康管理の指導の重点 

(4) 日課表 

(5) 校務分掌 

(6) 行事予定表 

(7) 教職員の研修計画 

（教材の取扱い） 

第１４条 校長は、教材及び教具の選定に当たつては、その教育上の効果及び保護者の経

済的負担について、十分配慮するものとする。 

第１５条 校長は、教科書の発行されていない教科について、主たる教材として図書を使

用するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。 

第１６条 校長は、学年又は学級全員に、教材として次に掲げるものを使用するときは、

あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。 

(1) 教科書と併用して継続的に学習の用に供する副読本、問題集、解説書その他これ

らに類するもの 

(2) 学習の過程又は夏季休業日、冬季休業日等、長期にわたつて使用する学習帳その
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他これらに類するもの 

（遠足等の実施） 

第１７条 校長は、遠足等校外における学校行事を実施しようとするときは、あらかじ

め、その計画を教育委員会に届け出なければならない。 

（宿泊を要する学校行事の実施） 

第１８条 校長は、宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ、その

計画を教育委員会に届け出なければならない。 

（性行不良による出席停止） 

第１９条 校長は、次に掲げる行為の１又は２以上を繰り返し行う等、性行不良であつて

他の生徒等の教育に妨げがあると認める生徒等があるときは、教育委員会に報告又は出

席停止についての意見の具申をしなければならない。 

(1) 他の生徒等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為 

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為 

(3) 施設又は設備を損壊する行為 

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為 

２ 前項の規定による出席停止の命令は、次の各号に定める手続により教育委員会が命じ

るものとする。 

(1) あらかじめ当該生徒等及び保護者の意見を聴取する。 

(2) 理由及び期間を記載した文書を保護者に交付する。 

３ 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る生徒等の出席停止の期

間における学習の支援その他教育上必要な措置を講じなければならない。 

（対外運動競技への参加） 

第２０条 小学校においては、対外運動競技に学校教育活動として参加しないものとす

る。ただし、市又は隣接する市程度の地域内における対外運動競技については、学校運

営及び児童の心身の発達からみて無理のない範囲で参加することができる。 

２ 中学校においては、大阪府内で行われる対外運動競技に学校教育活動として参加する

ことができる。ただし、近畿大会及び全国大会については、次に定めるところによりそ

れぞれ年１回に限り参加することができる。 

(1) 宿泊を要しない場合は、校長は教育委員会に届け出ること。 

(2) 宿泊を要する場合は、校長は教育委員会の承認を受けること。 
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３ 前２項の対外運動競技とは、国、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又はこれ

らと関係競技団体の共同主催で開催される大会とする。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、体力に優れ競技水準の高い生徒等について

は、広く国民のうちから競技水準の高い者を選抜して行う全国大会に参加することがで

きる。 

５ 学校教育活動以外の運動競技会に生徒等が参加するに当たつては、校長は保護者に対

し適切な指導をするとともに参加の状況を把握しなければならない。 

（委任） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が

別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第４条の規定は、昭和３３年４月１日

から施行する。 

（令和２年度における学期及び休業日の特例） 

２ 第２条第１項の規定にかかわらず、令和２年度における学校の学期のうち、第１学期

は４月１日から８月１９日まで、第２学期は同月２０日から１２月３１日までとし、同

年度における学校の休業日のうち、夏季休業日は８月１日から同月１９日までとする。 

３ 第２条第１項の規定にかかわらず、令和２年度における学校の休業日のうち、冬季休

業日は、１２月２６日から翌年１月６日までとする。 

附 則（昭和４０年教委規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和４０年４月１日から適用する。 

附 則（昭和４６年教委規則第２号） 

この規則は、昭和４６年６月１日から施行する。 

附 則（昭和４６年教委規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４７年教委規則第１号） 

この規則は、昭和４８年１月１日から施行する。 

附 則（昭和４９年教委規則第１号） 

この規則は、昭和４９年９月１日から施行する。 
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附 則（昭和５０年教委規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５０年教委規則第４号） 

この規則は、昭和５０年７月１日から施行する。 

附 則（昭和５６年教委規則第１号） 

この規則は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５９年教委規則第１号） 

この規則は、昭和５９年５月１日から施行する。 

附 則（昭和６１年教委規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大東市立小学校及び中学校の管理運営に関

する規則の規定は、昭和６１年４月１日から適用する。 

附 則（平成３年教委規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成４年教委規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年教委規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年教委規則第１号） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年教委規則第１号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年教委規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年教委規則第６号） 

この規則は、平成１４年１月１１日から施行する。 

附 則（平成１５年教委規則第４号） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年教委規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
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（大東市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正

する規則の一部改正） 

２ 大東市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正

する規則（平成７年教委規則第３号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成１５年教委規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年教委規則第１０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年教委規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年教委規則第１１号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成２０年４月３０日から適用する。 

附 則（平成２１年教委規則第１号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年教委規則第１１号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年教委規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年教委規則第１０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年教委規則第４号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年教委規則第４号） 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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教委議案第１８号  

 

令和８年度全国学力・学習状況調査の結果の公表について  

 

令和８年度全国学力・学習状況調査の結果公表の方法について、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２１条第１７号及

び第２５条第２項第１号の規定に基づき、次のとおり教育委員会の議決を求める。 

    

令和８年６月２６日提出  

    

                  大東市教育委員会  

                   教育長 岡 本  功  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由  

 

令和８年度全国学力・学習状況調査の結果が公表されることに伴い、本市の結

果概要を市ホームページ等で公表する内容及び方法等についての方針を定める

ため。  
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令和８年度全国学力・学習状況調査の結果の公表について  

 

結果公表の方法及び内容については、以下のとおりとする。  

 

１．市全体の結果について  

（方法）  

・広報だいとう及び市教育委員会ホームページに掲載する。  

（内容）  

・各教科の平均正答率等（国語、算数・数学、英語）  

・教科の領域ごとの概要と課題  

・児童・生徒質問紙調査の結果  

・市の取組み 等  

 

２．市内各学校の結果について  

（方法）  

・各校より各家庭へ結果を配付する。  

（内容）  

・各教科領域別の概要  

・調査結果についての分析、今後の改善方策  

・学力向上のための取組み 等  
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令和８年度全国学力・学習状況調査 学校別結果公表について 

教育研究所 

※令和８年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領より抜粋 

７. 調査結果の取扱い 

６）調査結果の取扱いに関する配慮事項 

調査結果については、各教育委員会及び学校等が調査の目的を達成するため、自らの教育及び教育施策の改

善、各児童生徒の全般的な学習状況の改善等につなげることが重要であることに留意し、適切に取り扱うもの

とする。 

調査結果の公表に関しては、各教育委員会及び学校等が、保護者や地域住民に対して説明責任を果たすこと

が重要である。一方、調査により測定できるのは学力の特定の一部分であること、学校における教育活動の一

側面であることなどを踏まえるとともに、序列化や過度な競争が生じないようにするなど教育上の効果や影響

等に十分配慮することが重要である。 

ア 教育委員会及び学校による調査結果の公表 

（イ）市町村教育委員会においては，以下のとおり取り扱うこと。 

② 自らが設置管理する学校の状況について，それぞれの判断において，（エ）に基づき公表することは可能で

あること。この場合，個々の学校名を明らかにした公表を行うことについては，その教育上の影響等を踏まえ，

必要性について慎重に判断すること。  

③ 自らが設置管理する学校に自校の結果を公表するよう指示する場合も，自らが個々の学校名を明らかにし

た公表を行う場合に準じて取り扱うこと。 

（ウ）学校においては，自校の結果について，それぞれの判断において，（エ）に基づき公表することは可能

であること。 

（エ）調査結果の公表に当たっては，以下の①から⑥までにより行うこと。  

① 公表する内容や方法等については，教育上の効果や影響等を考慮して適切なものとなるよう判断すること。  

② 調査結果の公表を行う教育委員会又は学校においては，単に平均正答数や平均正答率などの数値のみの公

表は行わず，調査結果について分析を行い，その分析結果を併せて公表すること。さらに，調査結果の分析を

踏まえた今後の改善方策も速やかに示すこと。  

③（ア）①又は（イ）②に基づき教育委員会が個々の学校名を明らかにした公表を行う場合，又は（ア）②に

おいて市町村教育委員会が学校名を明らかにした公表に同意する場合は，当該学校と公表する内容や方法等に

ついて事前に十分相談するとともに，公表を行う教育委員会は，当該調査結果を踏まえて自らが実施する改善

方策を調査結果の公表の際に併せて示すこと。 

また，教育委員会において自らが設置管理する学校に自校の結果を公表するよう指示する場合は，教育委員

会は自らが実施する改善方策を速やかに示すとともに，公表する内容等について学校に指示する場合は，教育

委員会は当該学校とそれらについて事前に十分相談すること。 



- 3 - 

 

なお，平均正答数や平均正答率等の数値について一覧での公表やそれらの数値により順位を付した公表等は

行わないこと。  

④ 調査の目的や，調査結果は学力の特定の一部分であること，学校における教育活動の一側面であることな

どを明示すること。  

⑤ 児童生徒個人の結果が特定されるおそれがある場合は公表しないなど，児童生徒の個人情報の保護を図る

こと。  

⑥ 学校や地域の実情に応じて，個別の学校や地域の結果を公表しないなど，必要な配慮を行うこと。 

 

 

 

 



- 4 - 

 

○大東市情報公開条例＜抜粋＞ 

 

平成９年３月２８日 

条例第３号 

 

(公開しないことができる情報) 

第６条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報

の公開をしないことができる。 

(1) 法人(国及び地方公共団体その他の公共団体（以下「国等」という。）を除 

く。)、団体又は個人の事業者（以下「法人等」という。）に関する情報のう

ち、公開することにより、当該法人等の競争上の地位、財産権その他正当な

利益を侵害すると認めるに相当の理由のあるもの又は公開しないことを条

件に法人等から提供された情報で、公開しないことが必要かつ合理的であ

ると認めるに相当の理由のある情報。ただし、次に揚げる情報を除く。  

ア 人の生命、身体、健康及び生活を保護するために必要とされる情報  

イ 法人等の違法又は不当な事業活動から市民を守るために必要とされ 

る情報 

ウ ア又はイに準じる情報であって、公益上の必要から特に公開すること 

が必要と認められる情報 

(2)  公開しないことを条件に任意に個人から提供された情報で、当該個人の

承諾を得ないで公開することにより、当該個人の協力を得ることが著しく

困難になると認められる情報 

(3)  公開することにより、人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防その他

公共の安全と秩序維持に支障が生じる情報  

(4)  公開することにより、市政の公平または円滑な執行に著しい支障を及ぼ

すおそれのある次に掲げる情報 

ア 市の内部機関又は機関相互における審議、検討又は調査等に関する情  

報であって、公開することにより、当該審議、検討又は調査等に著しい  

支障がある情報 
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イ 市の行う事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公 

開することにより、当該事務事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務

事業の円滑な実施に著しい支障がある情報  

ウ 市と国等との間における照会、検討、協議等に関する情報であって、  

公開することにより、その協力関係に著しい支障がある情報  
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